
（２）学習相談の充実 

  令和 6 年度から、主体的に学習に取り組む機会として、「学習相談」の

時間を設定しています。参加の有無は生徒の主体性に任せています。学習

時間、内容等を生徒が自分で決め、自分に合った方法で学習が進められ

るように支援しています。 

  令和 7 年度は、金曜日（5 時間で終了）の放課後、1 時間程度を学習

相談の時間にしています。４月上旬、全クラスで「学習方略」について考え

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


